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手
続
等
は
、
従
業
員
の
住
所
地

の
市
町
村
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
制
度

　

所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
同
じ
よ

う
に
、
事
業
主（
給
与
支
払
者
）が

毎
月
従
業
員（
納
税
義
務
者
）に
支

払
う
給
与
か
ら
個
人
住
民
税
を
引

き
去
り（
給
与
天
引
き
し
）、
従
業

員
に
代
わ
り
納
入
す
る
制
度
。

問
東
青
地
域
県
民
局
県
税
部
納
税

管
理
課
（
☎
017
―
734
―
９
９
７

５
）、
市
民
税
課
（
☎
017
―
734

―
５
１
９
７
）

　青森市民体育館の５月１日以降のネーミングライ

ツ・スポンサーが株式会社角弘に決定しました。

　愛称は、引き続き「カクヒログループスタジアム」

になります。

●ネーミングライツ・スポンサー

　会社名　株式会社角弘

●契約内容

　ネーミングライツ料　年額250万円

　契約期間　令和３年５月１日

　　　　　　～令和６年４月30日（３年間）

問地域スポーツ課（☎017－718－1428）

青森市民体育館のネーミングライツ・スポンサー決定！青森市民体育館のネーミングライツ・スポンサー決定！

愛称はこれからも愛称はこれからも「カクヒログループスタジアム」に！「カクヒログループスタジアム」に！

駅
前
ア
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー

へ
の
展
示
作
品
を
募
集

　

３
月
27
日
に
供
用
開
始
し
た
青

森
駅
自
由
通
路
の
壁
面
に
整
備
し

た
「
駅
前
ア
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」

が
、
６
月
１
日
（
火
）
か
ら
市
民

の
か
た
の
展
示
ス
ペ
ー
ス
と
し
て

利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

利
用
を
希
望
さ
れ
る
か
た
は

「
駅
前
ア
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
の

申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
郵
便
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
Ｅ
メ
ー
ル

ま
た
は
直
接
、
都
市
政
策
課
ま
で

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
募
集
案
内
は
、
市
役
所

各
庁
舎
、
各
支
所
、
各
市
民
セ
ン

タ
ー
な
ど
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

利
用
で
き
る
か
た
▽
市
内
に
在
住

ま
た
は
通
勤
・
通
学
し
て
い
る

か
た
、
市
内
で
活
動
し
て
い
る

団
体　

等

料
金
▽
無
料

問
都
市
政
策
課

　
（
☎
017
―
752
―
８
１
６
３
）

老
人
ク
ラ
ブ
の
活
動
を

　
　
　

支
援
し
て
い
ま
す

　

高
齢
者
が
地
域
社
会
の
中
で
孤

立
す
る
こ
と
な
く
、
生
き
が
い
を

持
っ
て
充
実
し
た
生
活
を
送
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
老
人
ク
ラ
ブ

（
会
員
数
お
お
む
ね
30
人
以
上
）

へ
補
助
金
を
交
付
し
、
活
動
を
支

援
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

◆
補
助
額

　

１
か
月
３
千
880
円
×
活
動
月
数

問
高
齢
者
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
２
６
）

　

浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
３
４
）

経
済
セ
ン
サ
ス
―
活
動
調

査
に
ご
協
力
を

　

総
務
省
・
経
済
産
業
省
で
は
、

全
産
業
分
野
の
売
上
げ
や
費
用
な

ど
を
把
握
し
、
事
業
所
・
企
業
の

経
済
活
動
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
経
済
セ
ン
サ
ス

―
活
動
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　

５
月
末
ま
で
に
県
知
事
の
任
命

を
受
け
た
調
査
員
が
事
業
所
を
訪

問
し
、
調
査
書
類
を
配
布
す
る
ほ

か
、
支
社
等
を
有
す
る
企
業
に

は
、
国
か
ら
本
社
等
に
調
査
書
類

が
郵
送
さ
れ
ま
す
の
で
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
ま
た
は
郵
送
で
の
回

答
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
調
査
内
容
は
、
統
計
作

成
の
目
的
以
外
に
使
用
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
企
画
調
整
課

　
（
☎
017
―
763
―
５
２
４
４
）

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収

　

所
得
税
の
源
泉
徴
収
義
務
が
あ

る
事
業
主
の
か
た
は
、
地
方
税
法

の
規
定
に
よ
り
、
個
人
住
民
税
の

特
別
徴
収
を
行
う
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

市
か
ら
の
重
要
N
E
W
S

健
康
ナ
ビ

情
報
ひ
ろ
ば



時日時　所場所　内内容　対対象　人人員　料料金　備備考9 2021 年 5 月 1 日　広報あおもり

掲載の内容は、４月５日時点の情報をもとに作成しています。イベント等は中止・延期・変更となる場合が
ありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。

５
月
の
専
門
相
談

　

法
律
相
談
は
予
約
が
必
要
で
す
。

所
問
市
民
な
ん
で
も
相
談
室（
駅
前

庁
舎
１
階
）☎
017
―
734
―
５
２
４
９

●
人
権
相
談　

時
６
日（
木
）・
17
日

（
月
）午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
行
政
相
談　

時
毎
週
木
曜
日
午

前
10
時
～
午
後
３
時

●
司
法
書
士
相
談　

時
11
日
（
火
）

午
前
10
時
～
午
後
２
時

●
不
動
産
相
談　

時
毎
週
木
曜
日

午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
不
動
産
鑑
定
士
相
談　

時
25
日

（
火
）
午
後
１
時
～
３
時

●
行
政
書
士
相
談　

時
14
日
（
金
）・

21
日
（
金
）・
28
日
（
金
）
午
前
10

時
～
午
後
３
時

●
法
律
相
談
【
要
予
約
】　

時
10

日
（
月
）・
24
日
（
月
）
午
後
１
時

～
３
時　

人
各
５
人
（
申
込
順
）　

申
事
前
に
生
活
安
心
課
☎
017
―

734
―
５
２
５
０
へ
電
話
予
約
。

10
日
分
は
６
日
か
ら
、
24
日
分
は

11
日
か
ら
受
付
（
午
前
８
時
30
分

～
）
※
相
談
は
１
回
ま
で

浪
岡
地
区
の
相
談

所
浪
岡
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
人
権
相
談
・
行
政
相
談　

時
６

日（
木
）・
20
日（
木
）午
前
９
時

～
午
後
３
時　

問
浪
岡
振
興
部

健
康
福
祉
課
☎
０
１
７
２
―
62

―
１
１
１
３

ひ
と
り
親
家
庭
等
就
業
・
自
立

支
援
セ
ン
タ
ー

　

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
か
た
を
対
象

に
、
母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
が
生

活
や
就
業
等
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。
時
午
前
８
時
30
分
～
午

後
６
時
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
・
年

末
年
始
除
く
）　

所
子
育
て
支
援

課
内
（
駅
前
庁
舎
２
階
）　

問
ひ

と
り
親
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ

ン
タ
ー　

☎
017
―
734
―
５
８
１
７
、

k
a

te
ish

ie
n

@
city.a

o
m

o
ri.

a
o

m
o

ri.jp

子
ど
も
の
権
利
相
談
セ
ン
タ
ー

　

い
じ
め
・
体
罰
な
ど
、
子
ど
も
の

権
利
侵
害
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
ま

す
。
悩
ん
で
い
る
こ
と
、
心
配
な
こ

と
、
話
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
秘
密
は

守
り
ま
す
。
時
原
則
、
月
～
金
曜

日
午
前
10
時
～
午
後
６
時　

所
子

育
て
支
援
課
内
（
駅
前
庁
舎
３
階
）

申
問
〒
030
―
０
８
０
１ 

新
町
一
丁

目
３
―
７　

子
ど
も
の
権
利
相
談
セ

ン
タ
ー　

☎
０
１
２
０
―
３
７
０
―

６
４
２　

Ｆ
017
―
763
―
５
６
７

８
、

a
o

-k
o

d
o

m
o

k
e

n
ri@

city.a
o

m
o

ri.a
o

m
o

ri.jp

教
育
研
修
セ
ン
タ
ー
教
育
相
談
室

フ
レ
ン
ド
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

☎
017
―
743
―
３
６
０
０

　

入
学
か
ら
１
か
月
。
新
し
い
環
境

に
な
じ
め
な
い
な
ど
、
お
子
さ
ん
に

つ
い
て
気
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
か
。
お
子
さ
ん
の
学
習
や
行
動
、

不
登
校
、
そ
の
他
学
校
全
般
に
関
す

る
悩
み
な
ど
に
、
電
話
や
面
接
等
で

応
じ
ま
す
。

電
話
相
談　

☎
017
―
743
―
３
６
０
０　

時
毎
日
９
時
～
24
時

来
室
相
談　

時
月
～
金
曜
日
午
前
９

時
～
午
後
４
時
30
分（
火
・
木
曜

日
は
午
後
９
時
ま
で
）　

所
教
育

相
談
室（
栄
町
一
丁
目
、
教
育
研

修
セ
ン
タ
ー
４
階
）

メ
ー
ル
相
談　

frie
n

d
ly_

d
ia

l@

city.a
o

m
o

ri.a
o

m
o

ri.jp

市
税
な
ど
の
平
日
夜
間
及
び

休
日
納
付
相
談

　

市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料

の
納
付
に
関
す
る
相
談
を
受
付
。
電

話
相
談
も
で
き
ま
す
。

●
平
日
夜
間
納
付
相
談

・
納
税
支
援
課
（
駅
前
庁
舎
）

☎
017
―
734
―
５
２
０
９

時
５
月
18
日（
火
）～
20
日（
木
）・
24

日（
月
）～
27
日（
木
）・
31
日（
月
）

午
後
８
時
ま
で

・
浪
岡
振
興
部
納
税
支
援
課

☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
４
１

時
５
月
26
日（
水
）～
28
日（
金
）・
31

日（
月
）午
後
８
時
ま
で

●
休
日
納
付
相
談
（
駅
前
庁
舎
の
み
）

時
５
月
15
日（
土
）・
16
日（
日
）午
前

９
時
30
分
～
午
後
５
時

各
種
相
談

支援制度 対象（概要） 助成内容

① 移住支援金

５年以上東京23区に居住または通勤してい
るかたが本市に移住し、次のいずれかに該
当する場合
・起業または就業するかた
・リモートワークにより移住前の業務を継
続するかた

100万円／世帯（単身世帯60万円）

② 青森市新しい働き
方移住支援金

①の居住・勤務先要件等を満たさないかた
が本市に移住し、起業・就業・リモート
ワーク等をする場合 引っ越し等に係る費用の２分の１以内の額を助成

25万円以内／世帯（子の加算５万円／人）
③ 青森市移住就農支

援事業補助金 本市に移住し、就農を目指しているかた

④ 青森市リモート
ワーク活動支援金

①または②の支援金の受給者で、リモート
ワークを行うかた

本社等への出社や商談等で県外へ移動する際の交通
費、市内コワーキングスペースの利用料金など
経費の２分の１以内を最長３年間（上限年間36万円）

⑤ サテライトオフィ
ス進出支援金

市内のコワーキングスペース等にサテライト
オフィスを設置する県外の情報サービス企業

最大100万円／社
※従業員１人…50万円、２人以上…100万円

Ｕターンするなら今！移住支援制度を拡充・創設しましたＵターンするなら今！移住支援制度を拡充・創設しました
　市では、コロナ禍におけるリモートワーク等の普及に伴い、地方移住への関心が高まって

いることを踏まえ、企業やリモートワーク人材、新規就農者を誘致するため、各種支援制度

を拡充・創設しました。詳しい要件・助成内容等は、市ホームページをご覧ください。

問企画調整課 新しい働き方推進室（☎017－752－8751）

企画調整課
新しい働き方推進室　山本
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E
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